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LR3 敷地外環境 

LR3の評価では、採点項目の「評価する取組み」に示される個々の取組みをポイント制にし、合計点で5段

階評価を行う。またLR3では定性的な評価項目が多数含まれるため、実際に取組んだ内容や特記しておく

べき内容については、別途、評価ソフト中にある「環境配慮設計の概要記入欄」などに具体的な記述を行

う。 

 

□採点方法 

評価する取組みの各項目に示される内容について、実際に計画した内容に該当すれば、ポイントを加算し、

その合計点でレベルが決まる。 

※ 建物用途や敷地条件等により、項目によっては評価対象外を選択する場合がある。選択可能な項目に

ついては各解説を参照のこと。なお評価ソフト上では「対象外」を選択すると、自動的にその項目は採点

対象から削除される。 

※ 「その他」欄は、採点表中にない特別な取組みを実施している場合に任意に追加できる項目である。「そ

の他」欄を採点する場合には、それがどのような取組みであるか、ソフト上の「環境配慮設計上の概要記

入欄」などに別途記入すること。 

 
 

1. 地球温暖化への配慮  

□適 用 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 

～ 

レベル５ 

本項目のレベルは、ライフサイクルCO2の排出率を１～５に換算した値（小数点以下第１

位まで）であらわされる。 

 

なおレベル１、３、５は以下の排出率で定義される。 

レベル１：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して１２５％以上 

レベル３：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して１００％ 

レベル５：ライフサイクル CO2排出率が参照値に対して５０％以下 

 

□解 説 

ここでは、地球温暖化対策への取組み度合いをライフサイクルCO2という指標を用いて評価する。現在、地

球環境問題として最も重要視されているのが地球温暖化であり、その影響を計るためには、地球温暖化ガ

スとして代表的な二酸化炭素（CO2）がどれくらい排出されるかという総量に換算して比べることが一般的で

ある。このようなCO2排出の量を建築物の一生で足し合わせたものを、建築物の「ライフサイクルCO2

（LCCO2）」と呼んでいる。 

建築物におけるLCCO2の算定は、通常膨大な作業を伴うが、CASBEEにおいてはこれを簡易に求め、概

算することとした（「標準計算」と呼ぶ。算出手順や算定条件などの詳細はPARTⅢ「２．３ 評価方法」を参

照）。具体的には、各建物用途において基準となるLCCO2排出量（省エネ法の建築主の判断基準に相当

する省エネ性能などを想定した標準的な建物のLCCO2）を設定した上で、建設段階、運用段階、修繕・更

新・解体段階において、CO2排出に関連する評価項目の結果（採点レベル）からほぼ自動的に算定できる

ようにしている。 

 

１） 建設段階 

「LR2.資源・マテリアル」では、「既存建築躯体の継続使用」や「リサイクル建材の活用」が評価されている。

これらの対策を考慮した建設資材製造に関連したCO2（embodied CO2）を、既存躯体の利用率、高炉セメ

ントの利用率から概算する。 

 

２） 運用段階 

「LR1.エネルギー」において評価している「BEI（一次エネルギー消費率）」等を用いて、運用段階のCO2排

出を簡易に推計する。 
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３） 修繕・更新・解体 

長寿命化の取組みによる耐用年数の向上が「Q2.サービス性能」で評価されている。ただし、具体的な耐用

年数の延命をLCCO2の計算条件として採用できる程の精度で推定することは難しい。従って、住宅を除き

耐用年数は一律として、LCCO2を推計する。 

  ・事務所、病院、ホテル、学校、集会場…60年固定 

  ・物販店、飲食店、工場…30年固定 

  ・集合住宅…日本住宅性能表示制度の劣化対策等級に従って、30、60、90年とする。 

 

これら以外にもCO2排出量に影響をもつ様々な取組みがあるが、ここでは、比較的影響が大きく、一般的な

評価条件を設定し易い取組みに絞り、評価対象としている。従って、評価対象を一部の取組みに絞ってい

るため、これ以外の取組みは評価されない。また、他の採点項目の評価結果を元に簡易的に計算している

ため、その精度は必ずしも高いとはいえない。しかし地球温暖化対策を推進するためには、CO2排出量のお

よその値やその削減効果を広く示すことが重要と考え、まずはおおまかな値でも示すこととした。 

なお、評価者自身による詳細な計算（「個別計算」と呼ぶ。）を実施した場合は、本項目のスコアには反映さ

れないこととしている。 

 
 



188 建築物環境計画書作成マニュアル  

 2．CASBEE大阪みらい編 （既存） (2015年版)  

    

 

 

 

2. 地域環境への配慮  

2.1 大気汚染防止 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

！ 適用条件 

敷地内から大気汚染物質を全く発生しない場合には、レベル 5 として評価する 

 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 

NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染

防止法、低 NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例

等で定められる現行の排出基準を上回っている。 

レベル２ （該当するレベルなし） 

レベル３ 

NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染

防止法、低 NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例

等で定められる現行の排出基準以下※1)
に抑えられている。 

レベル４ 

NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染

防止法、低 NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例

等で定められる現行の排出基準より大幅※2)
に抑えられている。 

レベル５ 
燃焼機器を使用しておらず、対象建築物の仮想閉空間から外部空間に対して大気汚

染物質を全く発生しない。 

注1）排出基準は現行の値とする。現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する。 

注2）濃度レベルの基準は、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）なら

びに地域の条例等で定められるレベルの厳しい方を基準として採用する。 

※1）レベル3の濃度レベルは、基準値以下～基準値の90％を超える場合とする。 

※2）レベル4については、排出濃度が基準値の90％に抑えられている場合とする。 

 

□解 説 

NOx、SOx、ばいじんの３種について、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環

境省）または地域の条例等で定める評価時点での排出基準に対する、排出源におけるガスの低減の度合

い（排出源での濃度）により評価する。 

CASBEE大阪みらい 既存では、排出源において排出される各機器のガス濃度の排出基準に対する低減

の度合いを評価する。大気汚染防止法規制対象施設の場合は参考２、それ以外の小型ボイラー等の場合

は参考３を参照すること。 

 

敷地内において大気汚染物質を全く発生しない場合には、レベル5として評価する（仮想閉空間から外部空

間に対して負荷を排出しないものと評価する）。従ってオール電化住宅やビルマルチシステム、地域冷暖房

に加入している建物などで、敷地内において燃焼機器を使用していない場合にはレベル5としてよい。また燃

焼機器を使用している場合には、その低減率に応じてレベル3、4として評価する。上記の採点基準ではレベ

ル4を基準値の90％以下の場合としたが、この数値に関しては、今後の技術開発動向やコスト動向などを考

慮して、適宜見直していくものとする。なお、非常用発電設備など、常時運転されていない機器は本項目の

評価対象としない。 
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■参考1） 対象機器が複数ある場合の評価方法 

対象となる設備機器が複数あり、それぞれの大気汚染物質濃度が異なる場合には、導入される機器毎の

燃焼能力で加重平均する。（下表） 

 

複数機器の場合の計算方法（数値はサンプル） 

①スペック ②機器の燃焼能力（kW） ③係数 ④＝①×③ 

濃度レベル 80％ 300 300/450＝0.67 0.536 

濃度レベル 85％ 100 100/450＝0.22 0.187 

濃度レベル 100％ 50 50/450＝0.11 0.11 

 450 合計 0.833（83％） 

 
 

■参考2） 大気汚染防止法の規制対象施設の場合の評価 

1．大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設 

大気汚染防止法で規制対象となる施設を下記に示す。 

  施設名 規模用件 

１ ボイラー ・伝熱面積 10m2以上 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

２ ガス発生炉、加熱炉 ・原料処理能力 20 トン/日 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

３ ばい焼炉、焼結炉 ・原料処理能力 １トン/時 以上 

４ （金属の精錬用）溶鉱炉、転炉、平炉 

５ （金属の精錬または鋳造用）溶解炉 ・火格子面積 1m2以上 

・羽口面断面積 0.5m2以上 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

・変圧器定格能力 200kvA以上 

６ （金属の鍛練、圧延、熱処理用）加熱炉 

７ （石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用）加熱炉 

８ （石油精製用）流動接触分解装置の触媒再生塔 ・触媒に付着する炭素の燃焼能力 200㎏/

時 以上 

8-2 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 ・燃焼能力 6 リットル/時 以上 

９ （窯業製品製造用）焼成炉､溶解炉 ・火格子面積 1m2以上 

・変圧器定格能力 200kvA以上 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

１０ （無機化学工業用品または食料品製造用）反応炉（カーボンブラック製造用燃

料燃焼装置含）､直火炉 

１１ 乾燥炉 

１２ （製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用）電気炉 ・変圧器の定格容量 1000kvA以上 

１３ 廃棄物焼却炉 ・火格子面積 2m2 以上 

・焼却能力 200㎏/時 以上 

１４ （銅、鉛、亜鉛の精錬用）ばい焼炉、焼結炉（ベレット焼成炉含、溶鉱炉、転炉、

溶解炉乾燥炉 

・原料処理能力 0.5 トン/時 以上 

・火格子面積 0.5m2 以上 

・羽口面断面積 0.2m2 以上 

・燃焼能力 20 リットル/時 以上 

１５ （カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用）乾燥施設 ・容量 0.1m3以上 

１６ （塩素化エチレン製造用）塩素急速冷凍装置 ・塩素処理能力 50㎏/時 以上 

１７ （塩素第二鉄の製造用）溶解槽 

１８ （活性炭製造用〔塩化亜鉛を使用するもの〕用）反応炉 ・燃焼能力 3 リットル/時 以上 

１９ （化学製品製造用）塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 ・塩素処理能力 50㎏/時 以上 

２０ （アルミニウム精錬用）電解炉 ・電流容量 30kA 以上 

２１ （燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用〔原料に燐石を使用するもの〕）反応

施設、濃縮施設、焼成炉溶解炉 

・燐鉱石処理能力 80㎏/時 以上 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

・変圧器定格容量 200kvA 以上 

２２ （弗酸製造用）濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 ・伝熱面積 10m2 以上 

・ポンプ動力 １Ｋｗ 以上 
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２３ （トリポリ酸ナトリウム製造用〔原料に燐鉱石を使用するもの〕）反応施設、乾燥

炉、焼成炉 

・原料処理能力 80㎏/時 以上 

・火格子面積 1m2 以上 

・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

２４ （鉛の第２次精錬〔鉛合金の製造含・鉛の管、板、線の製造用）溶解炉 ・燃焼能力 10 リットル/時 以上 

・変圧器定格容量 40kvA 以上 

２５ （鉛蓄電池製造用）溶解炉 ・燃焼能力 4 リットル/時 以上 

・変圧器定格容量 20kvA 以上 

２６ （鉛系顔料の製造用）溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 ・容量 0.1m3以上 

・燃焼能力 4 リットル/時 以上 

変圧器定格容量 20kvA 以上 

２７ （硝酸の製造用）吸収施設、漂白施設、濃縮施設 ・硝酸の合成、漂白、濃縮能力 

100㎏/時 以上 

２８ コークス炉 ・原料処理能力 20 トン/日 以上 

２９ ガスタービン ・燃焼能力 50 リットル/時 以上 

３０ ディーゼル機関 

３１ ガス機関 ・燃焼能力 35 リットル/時 以上 

３２ ガソリン機関 

 
 

2．工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要（抜粋） 

大気汚染防止法ではボイラー等の「ばい煙発生施設」について、施設の種類や規模ごとにＮＯｘ､ＳＯｘ､ば

いじんなどの物質について排出基準を設けている。（本評価に係わる部分のみ抜粋）  
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■参考3）  大気汚染防止法規制対象外のNOx、SOx、ばいじんが発生する小型ボイラー等燃焼設備の

場合の評価 

大気汚染防止法の規制対象施設ではないが、NOx、SOx、ばいじんが発生する小型ボイラー等の燃焼設

備や集合住宅の個別型の給湯機等についても評価対象とする。この場合、環境省による「低NOx型小規

模燃焼機器の推奨ガイドライン」に示された濃度のガイドライン値をレベル３、その90％以下の濃度をレベル

４の判断基準とする。評価に当たっては、個々の機器性能について判断し、概ね全ての機器で判断基準を

満たしている場合、該当するレベルとなる。 

 
 

 
 

 大阪府生活環境の保全等に関する条例を満たすこと。 
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2.2 温熱環境悪化の改善 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 0ポイント 

レベル２ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 1～5ポイント    

レベル３ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 6～11ポイント   

レベル４ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 12～17ポイント 

レベル５ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 18ポイント以上 

 

評価する取組み 

評価項目 評価内容 
評価 
ポイント 

I 温熱環

境の調査 

1)地域の温熱環

境状況に関する

継続的な調査の

実施 

① 現地の風向や風速、温熱環境などを継続的に調査し、経

年的な変化を把握している。 （2ポイント） 
2 

II 敷地

外への熱

的な影響

を低減す

る対策 

2）風下となる地

域への風通しに

配慮し、敷地外

への熱的な影響

を低減する 

 

①建築物の配置・形状計画に当たっては、風下となる地域へ

の風の通り道を遮らないよう工夫する。 

 風下地域への風の通り道と特に関係しない場合 

 （1ポイント） 

 風下地域への風の通り道を遮らないよう配慮している場合 

 （2ポイント） 

1～2 

②夏期の卓越風向に対する建築物の見付け面積を小さくす

るよう努める。 

 卓越風向に対する建築物の見付面積比が、 

60％以上 80％未満の場合 （1ポイント） 

40％以上 60％未満の場合 （2ポイント） 

40％未満の場合 （3ポイント） 

1～3 

③風を回復させるよう、建築物の高さ、形状、建築物間の隣

棟間隔等を工夫する 。 

隣棟間隔指標Ｒｗが、 

0.3以上 0.4未満の場合 （1ポイント） 

0.4以上 0.5未満の場合 （2ポイント） 

0.5以上の場合 （3ポイント） 

1～3 

3) 地表面被覆

材に配慮し、敷

地外への熱的な

影響を低減する 

 

①地表面の被覆材に配慮する。 

地表面対策面積率が、 

15％以上 30％未満の場合 （1ポイント） 

30％以上 45％未満の場合  （2ポイント） 

45％以上の場合 （3ポイント） 

1～3 
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4) 建築外装材

料等に配慮し、

敷地外への熱的

な影響を低減す

る 

 

①屋根面の緑化等と高反射材料を選定するように努める。 

屋根面対策面積率が、 

20％未満の場合  （1ポイント） 

20％以上 40％未満の場合  （2ポイント） 

40％以上の場合 （3ポイント） 

1～3 

②外壁面の材料に配慮する 

外壁面対策面積率が、 

10％未満の場合 （1ポイント） 

10％以上 20％未満の場合 （2ポイント） 

20％以上の場合 （3ポイント） 

1～3 

5) 建築設備から

大気への排熱量

を低減する 

①建築物の外壁・窓等を通しての熱損失の防止及び空気調

和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講

じる。 

「LR1 エネルギー」のスコア（評価結果）が、 

3.0以上 4.0未満 （1ポイント） 

4.0以上 4.5未満 （2ポイント） 

4.5以上  （3ポイント） 

1～3 

②建築設備に伴う排熱は、低温排熱にすること等により、気

温上昇の抑制に努める 

気温上昇の抑制に努めるため、 

標準的な工夫をしている場合 （1ポイント）  

中間的な工夫をしている場合 （2ポイント） 

全面的な工夫をしている場合  （3ポイント） 

1～3 

 

□解 説 

ヒートアイランド化の抑制対策など、敷地外の熱的負荷の低減に資する取組みについて評価する。取組みの

有無や程度を確認し、評価ポイントの合計で評価する。なお、敷地内温熱環境の向上（Q側）に関する取組

みは、「Q3 3.2敷地内温熱環境の向上」で取り扱う。 

 

I 温熱環境の事前調査 

1）地域の温熱環境状況に関する継続的な調査の実施 

①敷地外への熱的な影響について把握するため、風況や温熱環境に関する継続的な調査を実施してい

る場合に評価する。調査内容の概要を第三者が確認できる資料や図面等を添付する。 
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 II 敷地外への熱的な影響を低減する対策 

2)風下となる地域への風通しに配慮し、敷地外への熱的な影響を低減する 

風下地域への配慮としては、近隣地域への風通しへの配慮と、より広域的な観点からの建築物による風

に対する抵抗を考える必要がある。①では、近隣地域への風の通り道を遮らないという観点で評価する。

続いて②、③では、広域的な観点からの建築物による風に対する抵抗を評価する。  

 

①については、近隣の住宅街、公園、学校、グ

リーンベルト等、風の道となっている地域への

風通しを評価する。定性評価とし、図13のよう

に風下地域への風の通り道を遮らないように配

慮している場合には2ポイント、風下地域へ風

の通り道を遮ると思われる場合には0ポイント、

風の通り道と特に関係しない場合には1ポイント

とする。なお、敷地周辺の風環境は、街区レベ

ルの風環境データベース（図14）等、利用可

能なデータをできる限り収集し把握すること。な

お、風環境データベースの詳細については

CASBEE-HI（ヒートアイランド）のマニュアルを

参照のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図14-1 風環境データベース（東京）の例 歩行者レベルの風速分布図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図14-2 風環境データベース（大阪）の例 歩行者レベルの風速分布図 

  

建築物
敷地境界

建築物 低層公園 建築物

図 13 風下地域への風の通り道を遮らない配慮の例 
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②および③では広域的な観点から風下地域全体への配慮として、次のような観点から評価する。 

・風下地域の風速の低下を招く要因は建築物による風に対する抵抗である。したがって、まずは、卓越風

向に対する見付面積をできるだけ小さくすることで風速の低下を防ぐことが重要である。そこで、②では

卓越風向に対する見付面積率を評価する。 

・一方で、同じ見付面積であっても卓越風向に沿う向きの建築物の配置密度が粗であるならば、すなわち、

隣棟間隔が大きければ、建築物により低下した風速は敷地内である程度回復することになる。そこで③

では卓越風向に沿う向きの隣棟間隔から風速の回復への配慮を評価する。 

・なお、当該敷地について都市計画による容積率の限度、または前面道路の幅員による容積率の限度、

または条例で定める容積率の限度が定められていない場合は、②および③とも1ポイントとする。 

 

②については、夏期の卓越風向に対する見付面積比により評価する。本来、隣接建築物の影響を考慮

する必要があるが、ここでは、隣接地は空地と考えて評価する。 

・卓越風向に対する建築物の見付面積比は、次式により求める。（図15参照） 
 

＜見付面積比＞＝Sb／（Ws×Hb）×100（％） 
 

・卓越風向の建物の見付面積Sbは、建物の見付のうち地盤面（令2条第1項第6号、令2条第2項）より上

部の見付の面積とする。 

・建築基準法における指定工作物を有する場合は、その見付面積を算入すること。ただし、敷地内の高

低差を処理するための擁壁については見付面積に算入しなくてよい。 

・基準高さHbは、{（容積率の基準値）／（建蔽率の基準値）}×（地上部分の階の階高の平均）とする。 

・「容積率の基準値」は、当該敷地にかかる用途地域の指定に伴い都市計画で定める容積率の限度ま

たは、前面道路の幅員による容積率の限度、または、条例で定める容積率の限度のうち、最も小さい値

とする。ただし、各種容積率の緩和を適用する場合は、適用後の容積率の限度の値を用いる。 

・「建蔽率の基準値」は、当該敷地にかかる用途地域の指定に伴い都市計画で定める建蔽率の限度ま

たは条例で定める建蔽率の限度のうち、小さい値とする。ただし、角地等による建蔽率の緩和等を適用

する場合は、適用後の建蔽率の限度の値を用いる。 

・「地上部分の階」は、当該建物の階数のうち地階を除いた階とする。 

・卓越風向が敷地辺に直交しない場合には、できるだけ卓越風向に近い直交風向を卓越風向に置き換

えて評価してもよい。 

・複数棟の場合はすべての建物を考慮して見付面積を算出する。 

・不整形敷地の場合は図16により最大敷地幅を定義する。 
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図15 卓越風向に対する建築物の見付面積比の算定方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図16 不整形敷地の場合のWｓの求め方 

 
 

  

Sb：卓越風向に直交する建築物の見付面積 

Hb：基準高さ＝｛（容積率の基準値／建蔽率の基準値）×（地上部分の階の階高の平均）｝ 

Ws：卓越風向に直交する最大敷地幅 
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